
3年ぶりに開催！

五日市会場五日市会場五日市会場五日市会場
五日市会館

10月16日（日）
10時～正午

13時30分～15時30分

秋川会場秋川会場秋川会場秋川会場
秋川ふれあいセンター

10月23日（日）
10時～正午

13時30分～15時30分

今年も準備や販売、物品提供等、地域の皆様のご協力よろしくお願いします。

　9月15日から町内会・自治会を通じて市民の皆様に物
品の提供をお願いしていますが、町内会・自治会に加入し
ていない方や事業所の皆様からは直接お受けいたします。

新品 未使用品 の物品のご提供をお願いします。

【Ⅰ】販売物品の種類の制限
【Ⅱ】来場者の入場制限

【Ⅲ】販売時間の短縮・変更
【Ⅳ】模擬店の中止
【Ⅴ】その他、基本的な感染防止対策
　　を徹底

福祉バザー

○タオル類　　タオル、バスタオル、ハンカチ  他
○石鹸類　　　石鹸、洗剤、入浴剤、ボディソープ  他
○寝具類　　　毛布、タオルケット、シーツ  他
○食料品類　　乾物、油、醤油、砂糖、農産物  他
※上記以外の物品、中古品、酒類の受付はできません。

感染防止対策を講じて
開催します。

あなたの協力で、さらに魅力ある地域に

　高齢や障がいにより調理が困難な方を対
象に、週1回（水曜または木曜）手作りのお弁
当をお届けするサービスです。
　栄養士の指導のもと調理ボランティアが
作ったお弁当を、見守り活動も兼ねて配食ボ
ランティアが届けています。

●ふれあい食事サービス
　高齢や障がい等により自ら家事を行うこと
が困難な方の家に協力員が訪問し、お手伝い
するサービスです。
　主な内容は掃除、洗濯、食事作り、買い物、
外出の付き添いです。また、利用者宅で行う
家事支援は、ご家庭にある物を使用します。

●家事援助サービス
　高齢や障がい等で移動が困難な方（公共
交通機関等を利用できない方）を対象に、協
力員が病院へ送迎するサービスです。
　協力員は講習を経て活動を行いますの
で、特別な資格がなくても活動できます。

●移送サービス

　福祉バザーの収益金は、社協が実施する在宅福祉サービスを中心
に地域福祉活動に活用されます。
　在宅福祉サービスは、地域のボランティアのお力添えをいただいて、
高齢者や障がい者等を支えています。

令和４年度

感染防止対策

ボランティア・協力員として、地域福祉を支える活動をしてみませんか？

※入場制限により、入場できない場合があります。
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総務係 ☎559－6711問合せ

五日市はつらつセンター
（あきる野市役所五日市出張所内）

☎569-8108

問合せ

令和4年度  表彰式　たくさんの真心をありがとう

　7月14日(木)に、地域社会の福
祉増進に功労のあった個人または
団体に対して、その功績をたたえ
るため、表彰式を開催しました。
　皆さんの深いご厚意と本会に
おける地域福祉活動へのご協力
に対しまして、心から感謝と敬意
を表します。

　市内には東部・中部・西部の圏域に地域包括支援センターがあり、社協は
西部圏域（旧五日市町）の「五日市はつらつセンター」を運営しています。
　五日市はつらつセンターは、65歳以上の方が住み慣れた場所でいつまでも
元気で生活できるよう、様々な困りごとに寄り添い、整理し、必要な制度や関
係機関につなげる役目を担う『地域の情報源』です。
　困っている人を見逃がさないよう、市役所や消防署、警察署等の関係機関
をはじめ、地域で活躍する民生・児童委員やふれあい福祉委員、ボランティア
の方々とつながっています。

※イメージ：パレット＝事業

NEXT vol.03【ひばり分室】

vol .02 【五日市はつらつセンター】

社協パレット

　あなたの生活（キャンバス）に寄り添い、彩る
社協（パレット）でありたい。「社協パレット」で
は、社協の事業紹介をしてまいります。

秋川ふれあいセンターで開催された表彰式に出席した皆さん　※写真撮影時のみマスクを外しています。
被表彰者（敬称略・順不同）

●本会に対して多額の金品を寄附された方
あきる野市五日市舞踊連盟

あきる野市高齢者クラブ連合会

東海大学菅生高等学校・中等部 父母の会

西東京臨済会

希望の家　手作りボランティアの会

秋川農業協同組合

株式会社　アクセルオート

浦野　孝子

澤井　茂男

岸野　三千代

榎本　啓子

渡邉　友明

●多年にわたり本会の役員として地域社会の福祉増進に努めその功績が顕著な方
南澤　隆夫 中井　公康

●多年にわたり本会のふれあい福祉委員として地域社会の福祉増進に努めその功績が顕著な方
臼井　和子

飯川　吉郎

石井　政枝

石川　ゆかり

日地　春代

山﨑　藤雄

松口　孝

飯野　千春

小澤　美保子

関根　良夫

山下　なか子

田中　裕美

尾形　俊彰

福村　米子

近藤　美代子

元気でハツラツと過ごすためにできること。
ちょっとした困りごとや地域の介護予防活動など、なんでもご相談ください

※相談者や支援対象者の秘密は必ず守ります。

五日市はつらつセンター 令和4年度の目標

● 報告・連絡・相談を心がけ、連携に努める。
● 地域の情報を把握し、必要な人に届ける。
● 声を上げられない人のために積極的に訪問する。

赤い羽根共同募金運動
ご協力をお願いいたします。
赤い羽根共同募金運動
ご協力をお願いいたします。

10月1日より赤い羽根共同募金運動
がはじまります。

　この募金は、あきる野市内の児童・
障がい者施設等へ配分され、福祉増
進に役立てられるとともに、大規模
災害発生時には被災地への支援金
等に活用されます。

協力方法 ①社協秋川・五日市事務所の窓口でご協力
②町内会・自治会を通じてご協力
③企業・団体等で独自に募金を実施してご協力
④auPAYアプリからオンラインでご協力

『auPAYアプリ』でのご協力はこちら
auPAYアプリによるご協力も、
あきる野市の福祉に役立てられます。

募 

集
地域配分（B配分）の申請の受付について
　令和5年度使用分の地域配分（B配分）の
申請を受け付けています。
　申請期限は10月31日(月)です。
　申請対象事業者や申請に関する詳細は、
ホームページをご確認ください。

募金や地域配分に関するご相談などお気軽にお問合わせください。
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相談支援係 ☎533－3548問合せ

子どもたちの「学びたい」
を応援します！

寄附者一覧 ご寄附ありがとうございました。

令和4年
7月～8月

寄附金
寄附物品

5件
20件

234,690円
（敬称略・順不同）

【寄附金】

【寄附物品】
（有）杉田燃料店
もーどなかむら
眞鍋　淳
特別養護老人ホーム  和敬園
外沢春夫
近藤醸造（株）
小島化学薬品（株）

吉澤正浩
髙山美佳
石川　修
上引田長寿会
平野啓子
匿名（8件）

　教育支援資金は、所得の少ない世帯の学
生に対して資金の貸付を行い、入学費用や授
業料を支援する制度です。

　本貸付制度を利用するにあたり、
優先される給付・貸付制度がありま
す。詳細については、下記までお問い
合わせください。

希望の家手作りボランティアの会
切手整理すずめの会
ゴルフ青空会
ふれあい食堂まんまる堂
雨間町内会北郷友の会

150,000円
10,430円
52,695円
20,000円
1,565円

会費は社協が行う地域福祉活
動に欠かすことのできない貴重
な財源であり、社協は会員の皆
様に支えられています。

地域の支え合いのための
団体会員にご協力ください

個人会員… 1口 500円
団体会員…
【事業所】1口 2,000円
【社会福祉施設等】1口 5,000円

高等学校
高等専門校

短期大学
専門職短期大学
専門学校

大学
専門職大学

（上限）月35,000円

（上限）月60,000円

（上限）月65,000円

（上限）500,000円

注）貸付上限月額で学費が不足する場合は、貸付上限額の 1.5 倍の額まで
　　借りられます。

教育支援費
（修学に必要な費用）

就学支度費
（入学に際し必要な費用）

教育
支援資金

あきる野ボランティア・市民活動センター ☎595－9033問合せ

総務係 ☎559－6711問合せ

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、活動内容の変更
や一部中止となることもありましたが、多くの方がボランティア活
動を体験することができました。これをきっかけに、市内のボラン
ティア活動が活発になるよう、さらなる取組みを進めていきます。

205人が参加しました。

参加者の声
・ 子どもと一緒に参加できて良かった

・ 利用者と関わる場面が無かったのは残念

・ 今まで夏ボラを知らず、初めて参加した
   今後も継続して活動に参加してみたい

2022夏！体験ボランティア 活動報告

集めています
使用済み切手 ベルマーク不要入れ歯 世界の恵まれない子ども

たちのために役立てられ
ます。クラスブに含まれて
いる貴金属がリサイクルさ
れます。
★入れ歯を熱湯消毒か入
れ歯洗浄剤で洗浄し、ビ
ニール袋に入れ、回収ボッ
クス（秋川事務所内設置）
に投入してください。

社協の地域福祉事業等に
役立てられます。集まった
使用済み切手は業者から、
コレクターが買い取ります。
★切手の周囲を1㎝以上残
してください。

市内小学校等
の教育環境整
備に役立てら
れます。

社協会員

　社協が行う地域福祉活動を財政面から支える社協会員には、
個人会員のほか、地域の事業所や企業などが対象となる団体
会員がございます。地域の支え合いのために、皆様のご協力を
お願いいたします。
　すでに団体会員としてご協力いただいている事業所の皆様
には、11月に社協役職員が訪問させていただきます。



― 次号あいネットあきる野は、11月15日発行予定です ―

「新たな可能性と
　多様な価値観が魅力の地域」

会長 水柿 進 氏上引田町内会

男性料理教室　参加者募集

【日　程】
【会　場】
【内　容】
【対　象】
【講　師】
【定　員】
【参 加 費】
【 持ち物 】

11月11日（金）　午前10時～12時30分
秋川ふれあいセンター 1階  調理室
天ぷら、うどんづくり
市内在住の男性
社協登録ボランティア・市民活動団体　さわやか倶楽部
12人（申込順）
1人500円
めんぼう（すりこぎ）、エプロン、室内履き、三角巾（手ぬぐい、
バンダナ可）

（予約制）
成年後見制度に関する相談会のご案内

＊参加当日は、マスク着用をお願いします。
＊お申込み時に、相談内容について伺います。

　物忘れが増えてきた高齢者や障がい者の方のための法律相談
（相続・遺言・消費者被害・成年後見制度等）ができます。

【日　時】

【会　場】
【対　象】

【定　員】

10月11日（火）
①午後2時～2時40分　②午後2時45分～3時25分
③午後3時30分～4時10分
秋川ふれあいセンター　2階ボランティアルーム
市内在住・在勤であり、成年後見制度に関する相談または認知
症高齢者や障がい者のための法律相談をしたい方
3組（1組40分）

相談支援係 ☎533－3548申込み・問合せ

障がい理解×子育て支援
ふれあいフェスタを開催します

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、本紙に掲載した講座等の事業を中止又は変更する場合があります。

問合せ あきる野ボランティア・市民活動センター
☎595－9033

問合せ あきる野ボランティア・市民活動センター
☎595－9033

今から知っておきたい
任意後見制度と遺言（講座）

【日　程】
【会　場】
【講　師】
【定　員】
【参 加 費】

9月28日(水)　午後2時～3時45分
秋川ふれあいセンター　2階会議室
弁護士　秦　英準 氏（おおだけ法律事務所）
20人（申込順）
無料

申込み 相談支援係 ☎533－3548

地域に

　ズームイン!!

成年後見制度専門相談会　司法書士に無料で相談できます

　成年後見制度に関することや福祉サービスの苦情相談、判断能力
が不十分な方についての権利を守るための相談ができます。

【 日 　 時 】

【 会 　 場 】
【 対 　 象 】

【 定 　 員 】

11月8日（火）
①午後2時～2時40分　②午後2時45分～3時25分
③午後3時30分～4時10分
秋川ふれあいセンター　2階会議室
市内在住・在勤であり、成年後見制度に関する相談や、
福祉サービスの苦情相談をしたい方
3組（1組40分）

福祉法律相談会　弁護士に無料で相談できます

【 日 　時】
【会　場】
【内　容】

【対　象】
【共　催】

【協　力】

9月23日（金・祝）　午前10時～午後4時
秋川ふれあいセンター　
①演奏（片腕のギタリスト、他）　
②体験（ボッチャ、乗れるミニ鉄道、他）
③模擬店、ワークショップ　
④献血　
⑤福祉喫茶「もろこし畑」の臨時営業
どなたでも参加可能（入退場自由・参加費無料）
あきる野市障がい者団体連絡協議会、あきる野市子育て応援
ネットワーク
ASport一般社団法人あきる野総合スポーツクラブ、日本赤十字
社、社会福祉法人 日の出町社会福祉協議会

サンタクロースボランティア募集

申込み あきる野ボランティア・市民活動センター
☎595－9033

【活動日時】
【活動内容】

【説 明 会】

12月24日（土）、25日（日）　午後5時～7時頃
●サンタクロースボランティア（男性のみ）
男性ボランティアがサンタクロースに扮して、希望する家庭を訪
問し、各家庭が用意したプレゼントを子どもに手渡す活動です。
●運転ボランティア（男女問わず）
サンタクロースに扮したボランティアを、社協の車両に乗せて
送迎する活動です。
10月18日（火）　
①午後2時～　②午後7時～　どちらも同じ内容となります。

　この講座では、任意後見制度や遺言についての説明を聞くこと
ができます。将来に向けて、家族のため、自分のために、元気なう
ちからできる準備について考えてみませんか。

任意後見制度は、元気なうちから信用できる人や財産、生活のこと等を決め
て契約を結び、判断能力が低下した際、その方に支援してもらう制度です。
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